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甲斐市脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付要綱の申請に係る留意点 

【事業者向け】 

 

甲斐市脱炭素社会推進課  

 

  本補助制度については、国の二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（地域脱炭素

移行・再エネ推進交付金）に基づき、市が間接補助を行うものです。 

  本書は、申請に係る主な留意点についてお示しするものですが、申請にあたって

は、国の交付金要綱及び要領並びに市補助金交付要綱の内容についてご確認を

お願いいたします。また、不明な点がありましたら、市脱炭素社会推進課までお問

い合わせくださいますようお願いいたします。 

 

１．全般事項 

 ・本補助制度については、本市における脱炭先行地域（次のとおり）に所在する民生

部門(水道・廃棄物・通信・商業・金融・不動産・サービス業・公務)に属する事業所・

個人（一般住宅）が対象となります。 

   ●甲斐市における脱炭素先行地域（10自治会） 

【竜王地区】 ・上篠原区自治会 ・竜王仲町区自治会 ・竜王新町６区 

【敷島地区】 ・中村自治会 ・境南自治会 

【双葉地区】 ・希望ヶ丘自治会 ・緑ヶ丘自治会  ・双葉新町自治会 

・旭台自治会 ・笠石自治会 

 ・令和 8 年度の申請受付は、5 月中旬以降を予定しています。（国から市事業に対

する交付決定を受けた後でなければ、受付を開始できません） 

 ・設備工事等の契約については、必ず交付決定後に行ってください。事務手続き上、

申請から交付決定まで概ね４週間程度を要しますのでご注意ください。 

 ・本補助制度は、原則として交付申請した年度の２月末までに事業完了することが

条件となります。年度内に完了しない場合など補助金を交付できないこともあり

ますので、工程等については予めご相談ください。 

   ●補助金手続きの流れ【詳細は別紙「主な手続きの流れ」をご確認ください】 

  (申)＝申請者 

  (市)＝市 

 

 

 

 ・他の補助金（国・県・市等による）と重複して申請することはできません。 

 ・既存設備の撤去費は、対象経費に含まれません。（令和8年3月現在） 

 ・消費税額については補助対象経費に含まれません。 
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 ・整備する設備は、商用化され、導入実績があるものに限ります。また、中古設備は、

交付対象外となります。 

 ・整備する設備は、原則として各設備の法定耐用年数まで使用していただくことと

なります。また、法定耐用年数が経過するまでは J-クレジット制度への登録はでき

ません。 

 ・本補助制度により設備導入した事業所については、2030 年までに電気消費に

伴うCO2排出の実質ゼロの実現を求めます。（再エネ電気料金プランへの契約切

替等をお願いします） 

 

 

２．各対象設備における主な留意点（事業所における対象要件） 

(1) 太陽光発電設備について【法定耐用年数 17年】 

   ・ソーラーカーポートも対象となります。（一般住宅では対象外） 

   ・固定価格買取制度（FIT）の認定及びFIP（Feed in Premium）制度の認証を

取得することはできません。 ⇒ 売電を目的とした設備導入は不可。 

   ・発電した電力の 50％以上について、自家消費を含め脱炭素先行地域内で消

費することが必要です。 

    

(2) 充放電設備（EV充電器等）について【法定耐用年数 8年】 

   ・原則として再エネ発電設備からの電力供給されることが必要です。 

   ・一般開放（来客用）及び事業用車両（会社名義等）への充電を行うための設備導

入が対象となります。（自家用車への充電目的では対象外となります） 

 

(3) 高効率照明器具（LED）【法定耐用年数 15年】 

   ・想定年間消費電力量を賄うことができる再エネ発電設備と接続することが必

要です。再エネ発電設備が設置できない場合、または想定年間消費電力量に対

して設備容量が不足する場合は、その不足分について再エネ電力証書（グリーン

電力証書または再エネ電力由来の J-クレジット）の購入または再エネ電力メニュ

ーからの調達が必要です。 

   ・調光制御機能（スケジュール制御、明るさセンサーによる照度制御、人感センサ

ー等制御 など）を有する LEDに限ります。 

 

(4) その他  

  市補助金要綱 別表 1（第 3 条関係）にある「4 ZEB」、「5 EV 自動車（カーシェ

ア）」、「6 高効率換気空調設備」、「７ 蓄電池」及び「８ 高効率給湯器」について、事

業所は交付対象ではありません。 

問合せ先：甲斐市脱炭素社会推進課 TEL 055-267-6559 


